
―権利としての無償化―
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参加費無料／申込不要

2019

［主催］大学の危機をのりこえ、明日を拓くフォーラム
http://univforum.sakura.ne.jp/wordpress/
［お問合せ先］univforum7@gmail.com

貧困な大学予算による学費の高騰、奨学金のローン化によって、

親の経済的地位による若者の進学格差が生まれるとともに、奨学

金の返済に苦しむ若者も増えています。高等教育の機会均等が

掘り崩され、大学がその使命を果たすことが危うくなっています。

シンポジウムでは、高学費とローン化した奨学金によって苦しむ

若者の現状、無償化をめざす学生たちの運動について報告を受

けたうえで、「高等教育の無償化」を標榜する国の政策につい

て批判的に検討し、国際人権規約（社会権規約）が定めるように、

無償化を権利として確立する方途について話し合います。

奨学金被害の
救済の現場から
弁護士・奨学金問題対策全国会議事務局長

岩重 佳治

学費に苦しむ学生と
FREEがめざすもの
高等教育無償化プロジェクト（FREE）・代表

岩崎 詩都香

修学支援法と
教育の機会均等
名古屋大学大学院教育発達科学研究科・教授

中嶋 哲彦

権利としての
教育無償化
神戸大学大学院人間発達環境学研究科・教授

渡部 昭男

支援対象は
学生の１２％
政府は、消費税増税を財源にして「高等教育
を無償化する」としていますが、支援の対象（住
民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯）は約
４２万人で学生全体（約３５０万人）の約１２％
です（参議院予算委員会3月6日の質疑より）。
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